
 

第二の故郷ますだでお百姓さん農業特区 

 

都道府県名： 
島根県 

申請主体名： 益田市 

区域の範囲： 益田市の区域の一部 

 

特区の概要：  本市の中山間地域では高齢化が進み、地域内の市民による努

力だけでは近い将来農地が荒廃することが予想される。 

そこで、特定区域の農地を、地域外の農家以外の人や、近隣の

広島市などからの参加を積極的に進め、近年、中高年齢層に人

気のある山歩きと野菜づくり、炭焼きなどを手軽にできる地域

として、積極的にＰＲし、都市との交流を盛んに行い、益田市

の歴史と文化観光と特色のある農業の融合によって、多くの観

光客や農業体験者を集め、農業経営の安定化と農地保全の増進

や中山間地域の活性化を図る。 

 

適用される規制

の特例措置： 

・市民農園の開設者の範囲の拡大 

 

  

 

益田市 


